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-新・歯ッスル大分 8020- 

地域保健法の改正  

介護保険法 

第３次国民健康づくり対策 

（健康日本２１） 

健康増進法 

食育基本法 

介護保険法の改正 

歯ッスル大分８０２０ 

（Ｈ９～Ｈ１２） 

生涯健康県おおいた２１ 

（Ｈ１３～Ｈ２２） 

生涯健康県おおいた２１ 

改定版（Ｈ２０～Ｈ２４） 
特定健診、特定保健指導の導入 

大分県歯科保健計画 

（Ｈ22～Ｈ24） 

歯科口腔保健の推進に関する 

基本的事項（平成 24 年 7 月） 

見直し 

第二次大分県歯科口腔保健計画 策定 

 

 

年度 国 大 分 県 

Ｓ53年 

Ｓ60年 

Ｓ63年 

Ｈ元年 

Ｈ２年 

 

Ｈ４年 

 

Ｈ８年 

 

Ｈ９年 

 

 

 

Ｈ11年 

 
 
Ｈ12年 
 
 
 
 
 
Ｈ14年 
 
 
Ｈ17年 
 
Ｈ18年 
 
Ｈ19年 
 
Ｈ20年 
 
 
 
Ｈ22年 
 

Ｈ23年 

 

Ｈ24年 

 

Ｈ25年 

 

 

Ｈ30年 

 

 

Ｒ５年 

 

Ｒ６年 

 

 

 第１次国民健康づくり対策（Ｓ53～Ｓ62） 

 「健康づくりのための食生活指針（厚生省）」 

第２次国民健康づくり対策（Ｓ63～Ｈ11） 

 「成人歯科保健対策検討会」の中間報告 

 「保健所における歯科保健業務指針｣ 

 「健康づくりのための食生活指針（厚生省）」 

 「８０２０運動推進対策事業」 

 

 「今後の歯科保健医療のあり方に関する 

                         検討会意見」 

 「都道府県及び市町村における 

             歯科保健業務指針」 

 

  

 「食生活指針」 

 （平成12年3月／文部省・厚生省・農林水産省決定） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「食事バランスガイド」策定 
      （厚生労働省・農林水産省） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

歯科口腔保健の推進に関する 

基本的事項（第 2 次）（令和 5 年 10 月） 

 

 

 

 

 

 

   豊の国８０２０運動推進事業の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   大分県在宅歯科診療推進指針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

豊の国８０２０運動推進協議会 

 

 

 

  

  

 

見直し 

  

 
部門計画 

 

歯科口腔保健の推進に関する法律 

（平成 23 年法律第 95 号） 

 

 

大分県歯と口腔の健康づくり推進条例（Ｈ２５） 

 

 

大分県歯科口腔保健計画 

－新・歯ッスル大分８０２０－ 

改定版（Ｈ25(2013)～H34(2022)） 

 

大分県歯科口腔保健計画 

－新・歯ッスル大分８０２０－ 

中間評価・改定版 
（Ｈ30(2018)～H35(2023)） 

（Ｒ６～Ｒ17） ※中間評価Ｒ12 

表Ⅰ－１   大分県における歯科口腔保健施策の変遷 
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大分県歯と口腔の健康づくり推進条例 

 

平成２５年１２月１８日 大分県条例第５２号  

 

（目的） 

第一条 この条例は、歯と口
く う

腔の健康づくりが、県民の健康の保持増進等に果たす役割の重

要性に鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成二十三年法律第九十五号）に基づ

き、その生涯にわたる歯と口
く う

腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、県の責務並びに

歯科医師等、教育保育関係者、保健医療福祉関係者、事業者、医療保険者、市町村及び

県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本的な事項等を定めることにより、

県民の生涯にわたる歯と口
く う

腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって県民の生涯にわたる健康の保持増進に寄与することを目的とする。 
 

(定義)  

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 一 歯と口
く う

腔の健康づくり 歯科疾患の予防等により歯と口
く う

腔の健康を保持し、若しく

は増進し、又はそれらの機能を維持し、若しくは向上させることをいう。 

 二 歯科医師等 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指

導に係る業務に従事する者をいう。 

 三 教育保育関係者 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する学校又は

専修学校において、幼児、児童、生徒又は学生の歯と口腔の健康づくりに関する指導

を行う者及び児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する保育所その他

の保育を目的とする施設において、乳幼児の歯と口腔の健康づくりに関する指導を行

う者をいう。 

 四 保健医療福祉関係者 保健、医療又は福祉に係るサービスを提供する業務に従事す

る者であって、歯と口
く う

腔の健康づくりに関する活動、指導、助言又は医療行為を行う

もの（歯科医師等及び教育保育関係者を除く。）をいう。 

 五 事業者 他人を使用して事業を行う者をいう。 

 六 医療保険者 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第七条第七項に規定する医

療保険者をいう。 

 七 歯科口
く う

腔保健サービス等 歯科健診、歯科保健指導及び歯科相談等の歯科口腔保健

サービス並びに歯科医療 

 八 八〇二〇（はちまるにいまる）運動 県民の歯と口
く う

腔の健康づくりについての関心

と理解を深めるため、八十歳になっても二十本以上の自分の歯を保つことを目指した

運動をいう。 
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（基本理念） 

第三条 歯と口
く う

腔の健康づくりの推進は、子どもの健やかな成長及び様々な生活習慣病の予

防につながることなど、全身の健康に重要な役割を果たすことに鑑み、県民一人一人が

主体的に健康づくりに取り組むとともに個人の健康づくりを社会全体で支援するヘル

スプロモーションの理念に基づき、県民自ら日常生活において歯と口
く う

腔の健康づくりに

取り組むことを促進するとともに、全ての県民が生涯にわたり必要な歯科口
く う

腔保健サー

ビス等を円滑に受けられる環境を整備することを基本として行われなければならない。 
 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に規定する歯と口
く う

腔の健康づくりに関する基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、歯と口
く う

腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策

を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、歯と口
く う

腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施するに当たって

は、保健、医療、福祉、教育その他の関連分野における施策との連携が図られるよう必

要な配慮をするものとする。 

３ 県は、市町村、事業者、医療保険者その他の者が行う歯と口
く う

腔の健康づくりに関する

取組の効果的な推進を図るため、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努め

るものとする。 
 

（歯科医師等の役割） 

第五条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、県及び市町村が実施する歯と口
く う

腔の健康づ

くりの推進に関する施策に協力するとともに、教育保育関係者及び保健医療福祉関係者

との連携を図りながら、良質かつ適切な歯科口
く う

腔保健サービス等を提供するよう努める

ものとする。 
 

（教育保育関係者及び保健医療福祉関係者の役割） 

第六条 教育保育関係者及び保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、それぞれの業

務において、県民が口
く う

腔保健に関する教育、歯科口
く う

腔保健サービス等を受ける機会を確

保するなど歯と口
く う

腔の健康づくりを促進するよう努めるものとする。 
 

（事業者及び医療保険者の役割） 

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、その県内の事業所で雇用する従業員について、

歯科口
く う

腔保健サービス等を受ける機会を確保するなど歯と口
く う

腔の健康づくりを促進す

るよう努めるものとする。 

２ 医療保険者は、基本理念にのっとり、県内の被保険者について、歯科口
く う

腔保健サービス

等を受ける機会を確保するなど歯と口
く う

腔の健康づくりを促進するよう努めるものとす

る。 
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（市町村の役割） 

第八条 市町村は、基本理念にのっとり、県及び歯科医師等と連携を図りながら、歯と口
く う

腔

の健康づくりに関する施策の実施に努めるものとする。 
 

（県民の役割） 

第九条 県民は、基本理念にのっとり、歯と口
く う

腔の健康づくりについての関心と理解を深

めるとともに、県、市町村等が行う歯と口
く う

腔の健康づくりに関する取組に参加し、生涯

にわたって、歯と口
く う

腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。 

２ 父母その他の保護者は、家庭において、その監護する子どもの虫歯及び歯周疾患の予

防及び早期治療の勧奨、健康な食生活の実現その他歯と口
く う

腔の健康づくりに関する取組

を行うよう努めるものとする。 
 

（基本計画） 

第十条 知事は、県民の歯と口
く う

腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進す

るため、歯と口
く う

腔の健康づくりに関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を

定めるものとする。 

２ 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

 一 歯と口
く う

腔の健康づくりに関する基本方針 

 二 歯と口
く う

腔の健康づくりに関する目標 

 三 歯と口
く う

腔の健康づくりに関する基本施策 

 四 前三号に掲げるもののほか、歯と口
く う

腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ県民、市町村及び歯科医師等

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表するものとする。 

５ 基本計画は、歯と口
く う

腔の健康づくりに関する施策の進捗状況等を踏まえ、おおむね五

年ごとに見直しを行うものとする。 

６ 第三項及び第四項の規定は、基本計画の変更について準用する。 
 

（基本施策の推進） 

第十一条 県は、基本理念にのっとり、県民の歯と口
く う

腔の健康づくりを図るための基本施

策として、次の各号に掲げる事項を推進するものとする。 

 一 歯と口
く う

腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供 

 二 市町村が行う歯と口
く う

腔の健康づくりに関する施策の支援 

 三 市町村、歯科医師等、教育保育関係者、保健医療福祉関係者、事業者及び医療保険

者との連携体制の構築 

 四 八〇二〇運動の普及啓発 

 五 歯科口
く う

腔保健の観点からの食育、喫煙による影響対策その他の生活習慣病予防対策 
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 六 幼児期及び学齢期におけるフッ化物洗口等科学的根拠に基づく虫歯予防対策 

 七 歯磨き等科学的根拠に基づく歯周疾患の予防及び進行の抑制のための対策 

 八 障がい者（児）における定期的な歯科健診の機会の確保及び適切な歯科医療を受け

ることができるための対策 

 九 介護を要する高齢者における訪問による歯科医療、適切な口
く う

腔ケア及び口
く う

腔機能の

維持向上のための施策 

 十 歯と口
く う

腔の健康づくりに係る業務に携わる者の人材確保、育成及び資質の向上に関

する施策 

 十一 前各号に掲げるもののほか、歯と口
く う

腔の健康づくりを図るために必要な施策 
 

（歯と口
く う

腔の健康に関する実態調査） 

第十二条 県は、おおむね五年ごとに、歯と口
く う

腔の健康に関する実態調査を行い、その結

果を速やかに公表するものとする。 

２ 県は、前項の調査の結果を検証し、歯と口
く う

腔の健康づくりに関する施策の推進並びに

基本計画の策定及び見直しに反映させるものとする。 
 

（いい歯の日及び大分いい歯の八〇二〇推進月間） 

第十三条 八〇二〇運動を推進するため、毎年十一月八日をいい歯の日とし、十一月を大

分いい歯の八〇二〇推進月間とする。 
 

（財政上の措置等） 

第十四条 県は、歯と口
く う

腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施

するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に策定されている大分県歯科口
く う

腔保健計画（新・歯ッスル大分

八〇二〇改訂版）は、第十条の規定に基づき定められた基本計画とみなす。 
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歯科口腔保健の推進に関する法律 

   

平成２３年８月１０日公布 法律第９５号 

 

（目 的） 
第一条 この法律は、口腔の健康が国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重

要な役割を果たしているとともに、国民の日常生活における歯科疾患の予防に向

けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効であることに鑑み、歯科疾患の予防等

による口腔の健康の保持（以下「歯科口腔保健」という。）の推進に関し、基本

理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、歯科

口腔保健の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔

保健の推進に関する施策を総合的に推進し、もって国民保健の向上に寄与するこ

とを目的とする。 
 

（基本理念） 
第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなけ

ればならない。 
一 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとと

もに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。 
二 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯

科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。 
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつ

つ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。 
 

（国及び地方公共団体の責務） 
第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっとり、歯

科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、

国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 
 

（歯科医師等の責務） 
第四条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務

（以下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。）に従事

する者は、歯科口腔保健（歯の機能の回復によるものを含む。）に資するよう、

医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図り

つつ、適切にその業務を行うとともに、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推

進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。 
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（国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者の責務） 
第五条 法令に基づき国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者は、国及び地

方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるも

のとする。 
 

（国民の責務） 
第六条 国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活に

おいて自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科に係る検

診（健康診査及び健康診断を含む。第八条において同じ。）を受け、及び必要に

応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものとする。 
 

（歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等） 
第七条 国及び地方公共団体は、国民が、歯科口腔保健に関する正しい知識を持つとと

もに、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うこと

を促進するため、歯科口腔保健に関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組に

関する普及啓発、歯科口腔保健に関する国民の意欲を高めるための運動の促進そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 
 

（定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等） 
第八条 国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要

に応じて歯科保健指導を受けること（以下この条及び次条において「定期的に歯

科検診を受けること等」という。）を促進するため、定期的に歯科検診を受ける

こと等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。 
 

（障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等） 
第九条 国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって

定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定

期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにする

ため、必要な施策を講ずるものとする。 
 

（歯科疾患の予防のための措置等） 
第十条 前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生

の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健の

ための措置に関する施策を講ずるものとする。 
 

（口腔の健康に関する調査及び研究の推進等） 
第十一条 国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状

態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及

び医療に関する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにそ

の成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。 
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（歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等） 
第十二条 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、

それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるも

のとする。 
２ 前項の基本的事項は、健康増進法（平成十四年法律第百三号）第七条第一項に規定

する基本方針、地域保健法（昭和二十二年法律第百一号）第四条第一項に規定す

る基本指針その他の法律の規定による方針又は指針であって保健、医療又は福祉

に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 
３ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 
４ 厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表するものとする。 
 
第十三条 都道府県は、前条第一項の基本的事項を勘案して、かつ、地域の状況に応じ

て、当該都道府県において第七条から第十一条までの規定により講ぜられる施策

につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を

定めるよう努めなければならない。 
２ 前項の基本的事項は、健康増進法第八条第一項に規定する都道府県健康増進計画そ

の他の法律の規定による計画であって保健、医療又は福祉に関する事項を定める

ものと調和が保たれたものでなければならない。 
 

（財政上の措置等） 
第十四条 国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 
 

（口腔保健支援センター） 
第十五条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設け

ることができる。 
２ 口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、

歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を

行う機関とする。 
 

附 則 
この法律は、公布の日から施行する。 
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歯科口腔保健の推進に関する基本的事項 

 

令和５年１０月５日 厚生労働省告示第２８９号  
 
 

人生 100 年時代に本格的に突入する中で、国民誰もが、より長く元気に暮らしていく

ための基盤として、健康の重要性はより高まってきている。生涯にわたる歯・口腔の健

康が社会生活の質の向上に寄与することや歯・口腔の健康と全身の健康との関連性につ

いても指摘されていることを踏まえると、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持（以

下「歯科口腔保健」という。）が不可欠であることから、歯・口腔の健康づくりの取組

をさらに強化していくことが求められる。 
我が国では、歯科口腔保健に係る取組の成果により、子どものう蝕の減少・高齢者の

歯数の増加等の口腔状態や地方公共団体における歯科口腔保健の推進のための社会環境

の整備の状況等について着実に向上している。一方で、依然として、歯科疾患の高い罹

患状況や社会における歯・口腔に関する健康格差（地域や社会経済状況の違いによる集

団間の健康状態の差をいう。以下同じ。）等の課題が指摘されており、全ての国民に歯

科口腔保健の重要性が十分に理解され、歯科口腔保健のための行動が浸透しているとは

いえない。また、地方公共団体における歯科口腔保健の推進にあたっては、PDCA サイ

クルに沿った歯科口腔保健施策の推進が不十分であること等の課題が指摘されている。

今後、少子高齢化、デジタルトランスフォーメーションの加速といった社会環境の変化

が進む中で、歯科口腔保健の推進においてもこのような変化に着実に対応していくこと

が求められる。 
これらを踏まえ、本告示は、全ての国民が健康で質の高い生活を営む基盤となる生涯

を通じた歯科口腔保健を実現することを目的に、保健、医療、社会福祉、労働衛生、教

育その他の関連施策及びその関係者との相互連携を図り、歯科口腔保健に関する国及び

地方公共団体の施策等を総合的に推進するための基本的な事項を示し、令和 6 年度から

令和 17 年度までの「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」（以下「歯・口腔の健康

づくりプラン」という。）を推進するものである。 
 
第一 歯科口腔保健の推進のための基本的な方針 
   歯科口腔保健は、健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たし

ており、健全な食生活の実現や社会生活等の質の向上等に寄与している。このため、

健康寿命の延伸や健康格差の縮小の観点からも、歯科口腔保健の推進に取り組むこ

とが重要である。歯科口腔保健の推進は、国民が主体的に取り組むべき課題である

が、国民一人一人が行う取組に加え、家庭、行政（保健所、市町村保健センター、

口腔保健支援センター、教育委員会等を含む。）、保育所、認定こども園、学校、

職場、事業者、医療機関（歯科の標榜の有無に関わらず全ての病院及び診療所を含

む。以下同じ。）、医療保険者、障害者支援施設、障害児入所施設、介護保険施設、

その関係者等を含めた社会全体においてその取組を支援し、誰一人取り残さない歯

科口腔保健施策を推進する。歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士（以下「歯科専

門職」という。）は、医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、言語聴

覚士、管理栄養士、栄養士等の歯科口腔保健に関係する医療専門職（以下「医療専
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門職」という。）や介護福祉士、介護支援専門員等の歯科口腔保健に関係する介護

関係者（以下「介護関係者」という。）、社会福祉士等の歯科口腔保健に関係する

福祉関係者（以下「福祉関係者」という。）その他の歯科口腔保健の関係者と相互

に連携して、歯科口腔保健の推進に関する取組を実施する。 
   この際、歯・口腔の健康のために必要な個人の行動変容を促進するために、効果

的な情報提供等を行い、歯科口腔保健に関する普及啓発を図る。良好な歯・口腔の

発育成長や歯科疾患の発症予防・重症化予防等による歯・口腔の器質的な健康の推

進に係る取組及び口腔機能の獲得・維持・向上等の歯・口腔の機能的な健康の推進

に係る取組を実施することによって、生涯にわたる歯・口腔の健康を達成する。 
   歯科口腔保健の推進を適切かつ効果的に行うためには、様々なライフステージ（乳

幼児期、青年期、高齢期等の人の生涯における各段階をいう。以下同じ。）ごとの

特性を踏まえて、生涯を通じた切れ目のない歯科口腔保健の推進に引き続き取り組

む必要がある。加えて、現在の歯・口腔の健康状態は、これまでの自らの生活習慣

や社会環境等の影響を受ける可能性や、次世代の健康にも影響を及ぼす可能性があ

るものである。こうしたことを踏まえ、ライフコースアプローチ（胎児期から高齢

期に至るまでの人の生涯を経時的にとらえた健康づくりをいう。以下同じ。）に基

づく、歯・口腔の健康づくりの推進に取り組む。 
一 歯・口腔に関する健康格差の縮小 

   社会における地域格差や経済格差による歯・口腔に関する健康格差の縮小を目指

し、その状況の把握に努めるとともに、地域や集団の状況に応じた効果的な歯科口

腔保健施策に取り組む。さらに、五に掲げる社会環境の整備に取り組むとともに、

二から四までに掲げる基本的な方針を達成すること等により、歯・口腔に関する健

康格差の縮小を目指す。 
二 歯科疾恵の予防 

う蝕、歯周病等の歯科疾患がない社会を目指して、歯科疾患の成り立ち及び予防

方法について広く国民に普及啓発を行うとともに、歯・口腔の健康を増進する一次

予防に重点を置いた対策を総合的に推進する。また、歯科疾患の発症・重症化リス

クが高い集団に対する歯・口腔の健康に関連する生活習慣の改善や歯の喪失の防止

等のための取組を組み合わせることにより、効果的な歯科疾患の予防・重症化予防

を実現する。 
 三 口腔機能の獲得・維持・向上 

食べる喜び、話す楽しみ等の生活の質の向上等のために、口腔機能の獲得・維持

・向上を図るには、各ライフステージにおける適切な取組が重要である。特に、乳

幼児期から青年期にかけては、良好な口腔・顎・顔面の成長発育及び適切な口腔機

能の獲得を図る必要がある。壮年期から高齢期においては、口腔機能の維持を図る

とともに、口腔機能が低下した際には回復及び向上を図っていくことが重要である。 
四 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健 

障害者・障害児、要介護高齢者等で、在宅で生活する者等、定期的に歯科検診（健

康診査及び健康診断を含む。以下同じ。）又は歯科医療を受けることが困難な者に

対しては、その状況に応じて、歯科疾患の予防や口腔機能の獲得・維持・向上等に

よる歯科口腔保健の推進を引き続き図っていく必要がある。 
 五 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

歯科口腔保健に関する施策を総合的に推進していくため、国及び地方公共団体に
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歯科口腔保健の推進に関わる人材として、歯科専門職を配置し、資質の向上を図る。

また、地方公共団体に、歯科医療又は保健指導に係る業務に従事する者等に対する

情報の提供、研修の実施その他の支援を行う口腔保健支援センターを設置すること

を推進する。併せて、歯科口腔保健の推進に関する条例等の制定、より実効性をも

つ歯科口腔保健施策のための適切な PDCA サイクルに沿った取組の実施等により、

地方公共団体における効果的な歯科口腔保健施策を推進する。また、歯科疾患等の

早期発見等を行うために、定期的な歯科検診の機会の拡充等の歯科検診の実施に係

る体制整備に取り組む。 
 
第二 歯科口腔保健を推進するための目標・計画に関する事項 

歯科口腔保健を推進するために、国は、第一に示す基本的な方針について、それ

ぞれ目標（目標の達成状況を評価するための指標及び目標値を含む。）及び計画を

設定する。 
一 目標・計画の設定及び評価の考え方 

国は、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項に係る目標・計画の策定に際し、

歯科口腔保健の関係者が共通の認識として持つ科学的根拠に基づき、継続的に実態

把握が可能な指標を設定することを原則とする。 
目標値については、計画開始後おおむね 9 年間（令和 14 年度まで）を目途として

設定することとする。第一の一から三までに関しては、疾患の特性等を踏まえつつ、

年齢調整を行い幅広い年齢層を対象とした指標を設定することで、特定の集団にお

ける疾患の罹患状況等を把握し、評価が可能となる日標を設定するものとする。こ

の際、必要に応じて、疾病等の罹患率のみでなく、患者数や需要も踏まえた取組の

方策を検討するものとする。第一の四及び五に関しては、定期的に歯科検診又は歯

科医療を受けることが困難な者に関わる施設での取組及び地方公共団体が行う歯科

口腔保健の推進のための取組の結果を踏まえて、評価が可能となる目標を設定する

ものとする。 
その他、歯科口腔保健の推進に係る施策の実施に際し参考とする参考指標は別途

示すこととする。 
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項に係る計画の策定に際しては、実効性の

ある計画を策定するように努めることとする。また、歯・口腔の健康づくりプラン

に係る計画については、健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に規定する国民の健

康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針等の他の方針・計画等と調和の

保たれたものとし、計画期間は、令和 6 年度から令和 17 年度までの 12 年間とする。 
歯・口腔の健康づくりプランに係る計画期間内の施策の成果については、計画開

始後 6 年（令和 11 年度）を目途に中間評価を行うとともに、計画開始後 10 年（令

和 15 年度）を目途に最終評価を行うことにより、目標を達成するための諸活動の成

果を適切に評価し、その後の歯科口腔保健の推進に必要な施策に反映する。なお、

中間評価及び最終評価の際に用いる比較値については、令和 6 年度までの最新値と

する。比較値の状況により、計画開始後であっても、必要に応じて目標を変更する。 
二 歯科口腔保健を推進するための目標・計画 

国は歯科口腔保健を推進するための目標・計画に基づき、歯科口腔保健の推進に

取り組むとともに進捗管理を行っていくものとする。歯科口腔保健の推進のための

基本的な方針についての目標は、別表第一から別表第五までに掲げるものとする。 
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１ 歯・口腔に関する健康棒差の縮小に関する目標・計画 
歯・口腔に関する健康格差の縮小は、歯・口腔に関する生活習慣の改善や社会

環境の整備によって我が国全体として実現されるべき最終的な目標である。ポピ

ュレーションアプローチ（一般的な地域住民を対象とした施策）及びハイリスク

アプローチ（歯科疾患の高リスク者を対象とした施策）を組み合わせて、適切か

つ効果的に歯科口腔保健施策を行い、歯・口腔に関する健康格差の縮小を目指す。

また、地域単位、社会単位等における歯・口腔に関する健康格差の状況把握に努

め、その状況を踏まえた効果的な介入を行うように努める。なお、全ての歯・口

腔に関する健康格差の要素を総合的かつ包括的に示す単一の指標の策定は困難で

あるため、歯・口腔に関する健康格差を示しうる複数の指標を策定することとす

る。 
２ 歯科疾患の予防における目標・計画 

う蝕、歯周病等の歯科疾患は、歯の喪失の主な原因であるとともに、適切な口

腔機能にも関係することであるため、生涯を通じた歯科疾患の予防・重症化予防

に取り組む。う蝕及び歯周病については、それぞれのライフステージごとの特性

及びライフコースアプローチを踏まえた歯科口腔保健施策を推進することとし、

発症予防に重点的に取り組む。また、う蝕、歯周病等の歯科疾患により歯が喪失

することから、歯科疾患の予防に関する取組の成果となる歯の喪失の防止を評価

する。 
（１）乳幼児期 

健全な歯・口腔の育成を図るため、歯科疾患等に関する知識の普及啓発、

う蝕予防のための食生活や生活習慣及び発達の程度に応じた口腔清掃等に係

る歯科保健指導並びにフッ化物応用や小窩裂溝予防填塞法等のう蝕予防に重

点的に取り組む。 
（２）少年期 

健全な歯・口腔の育成を図るため、乳幼児期の取組に加え、歯周病予防対

策にも取り組む。また、運動時等に生じる歯の外傷への対応方法等の少年期

に特徴的な歯・口腔の健康に関する知識の普及啓発を図るなど、歯科口腔保

健の推進に取り組む。 
（３）青年期・壮年期 

健全な歯・口腔の維持を図るため、口腔の健康と全身の健康の関係性に関

する知識の普及啓発、う蝕・歯周病等の歯科疾患の予防のための口腔清掃や

食生活等に係る歯科保健指導等の歯科疾患の予防及び生活習慣の改善の支援

に取り組む。特に歯周病予防の観点からは、禁煙支援と緊密に連携した歯周

病対策等に取り組む。 
（４）中年期・高齢期 

歯の喪失防止を図るため、青年期・壮年期の取組に加えて、根面う蝕、歯

・口腔領域のがんや粘膜疾患等の中年期・高齢期に好発する疾患等に関する

知識の普及啓発に取り組む。また、フッ化物応用等の根面う蝕の発症予防や

歯周病の重症化予防等のための口腔清掃や食生活等に係る歯科保健指導等の

歯科疾患の予防及び生活習慣の改善の支援に取り組む。 
（５）その他 

妊産婦やその家族等に対して、妊産婦の歯・口腔の健康の重要性に関する
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知識の普及啓発を図る。妊産婦等の生活習慣や生理的な変化によりリスクが

高くなるう蝕や歯周病等の歯科疾患に係る歯科口腔保健に取り組む。また、

乳幼児等の歯・口腔の健康の増進のための知識に関する普及啓発等を推進す

る。 
３ 口腔機能の獲得・維持・向上における目標・計画 

健康で質の高い生活を確保するために、ライフステージごとの特性及びライフ

コースアプローチを踏まえて、口腔機能の獲得・維持・向上に取り組む。口腔機

能は、加齢による生理的変化、基礎疾患等の要因だけでなく、歯列・咬合・顎骨

の形態や、う蝕・歯周病・歯の喪失等の歯・口腔に関する要因も影響することを

踏まえつつ、口腔機能の獲得・維持・向上に取り組むものとする。 
（１）乳幼児期から青年期 

適切な口腔機能の獲得を図るため、口呼吸等の習癖が不正咬合や口腔の機

能的な要因と器質的な要因が相互に口腔機能の獲得等に影響すること等の口

腔・顎・顔面の成長発育等に関する知識の普及啓発を図る。併せて、口腔機

能の獲得等に悪影響を及ぼす習癖等の除去、食育等に係る歯科保健指導等に

取り組む。また、口腔機能に影響する習癖等に係る歯科口腔保健施策の実施

に際し、その状況の把握等を行いつつ取り組むものとする。 
（２）壮年期から高齢期 

口腔機能の維持及び口腔機能が低下した場合にはその回復及び向上を図る

ため、オーラルフレイル（口腔機能の衰え）等の口腔機能に関する知識の普

及啓発、食育や口腔機能訓練等に係る歯科保健指導等に関する取組を推進す

る。 
口腔機能に影響する要因の変化は高齢期以前にも現れることから、中年期

から、口腔機能の低下の予防のための知識に関する普及啓発や口腔機能訓練

等に係る歯科保健指導等の取組を行う。また、特に高齢期では、口腔機能に

影響する歯・口腔の健康状態等の個人差が大きいことから、個人の状況に応

じて医療や介護等の関連領域・関係職種と密に連携を図り、口腔機能の維持

及び口腔機能が低下した場合はその回復及び向上に取り組む。 
４ 定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な者に対する歯科口腔保健

における目標・計画 
定期的に歯科検診又は歯科医療を受けることが困難な障害者・障害児、要介護

高齢者等で、在宅で生活する者等について、歯科口腔保健の推進を図るため、定

期的な歯科検診又は歯科医療に関する実態の把握、実態に即した効果的な対策の

実施、歯科疾患、医療・介護サービス等に関する知識の普及啓発等に取り組む。 
５ 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備における目標・計画 

歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備を図るため、地方公共団

体においては、歯科口腔保健の推進に関する条例の制定、歯科口腔保健の推進に

関する基本的事項の策定、 PDCA サイクルに沿った歯科口腔保健に関する取組の

実施、口腔保健支援センターの設置及び歯科専門職や歯科保健施策に関わる職員

の研修の充実等に取り組む。 
地方公共団体は、地域の状況に応じて、歯科疾患等の早期発見等を行うために

定期的な歯科検診の受診勧奨や地域住民に対する歯科検診に係る事業等に取り組

む。その際、適切な歯科保健指導を行うことにより、治療が必要であるが歯科診
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療を受診していない者の歯科医療機関ヘの受診勧奨や医科歯科連携が必要な地域

住民への介入を効率的に実施するよう努める。 
また、地方公共団体は、１から４までの目標等を達成するために必要な歯科口

腔保健施策に取り組む。歯科疾患の予防に関する取組としては、フッ化物歯面塗

布やフッ化物洗口等のフッ化物応用等によるう蝕予防及び歯周病予防に係る事業

等を実施する。口腔機能の獲得・維持・向上に関する取組としては、口腔機能の

育成や口腔機能の低下対策等に関する事業を実施する。定期的に歯科検診又は歯

科医療を受けることが困難な者に対しては、歯科口腔保健事業を実施する。また、

歯科口腔保健に関する事業の実施に際しては、PDCA サイクルに沿って、事業の

効果検証を行う。 
 

第三 都道府県及び市町村の歯科口腔保健の基本的事項の策定に関する事項 
一 歯科口腔保健推進に関する目標・計画の設定及び評価 

都道府県は、歯科口腔保健の推進に関する法律（平成 23 年法律第 95 号）等に基

づき講ぜられる歯科口腔保健の推進に関する施策について、市町村等の関係機関・

関係者との円滑な連携の下に、それらの総合的な実施のための方針、目標・計画そ

の他の基本的事項を定めるよう努めなければならない。 
また、都道府県及び市町村は、歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たり、第二

に掲げた国が国民の歯科口腔保健について設定する目標・計画等を勘案しつつ、地

域の状況に応じて、独自に到達すべき目標・計画等を設定する。なお、都道府県は

各都道府県内の市町村別等の地域の状況を、市町村は各市町村内の地域別の状況を

把握し、各地域における歯・口腔に関する健康格差の縮小のための目標・計画等を

設定することに努めるとともに、効率的な歯科口腔保健施策の推進に取り組むもの

とする。 
設定した目標については、継続的に数値の推移等の調査及び分析を行い、計画及

び諸活動の成果を適切に評価することで、設定した目標の達成に向け、必要な施策

を行うよう努める。さらに、中間評価及び最終評価を行うこと等により、定期的に、

目標を達成するための計画及び諸活動の成果を適切に評価するとともに必要な改定

を行い、その後の歯科口腔保健の推進に係る施策に反映させるよう努めるものとす

る。 
二 目標、計画策定の留意事項 

都道府県及び市町村における歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たっては、次

の事項に留意する必要がある。 
１ 都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者、介護関

係者、福祉関係者等の一体的な取組を推進する観点から、これらの関係者の連携

の強化について中心的な役割を果たすとともに、地域の状況に応じた歯科口腔保

健の基本的事項を策定するよう努めること。また、都道府県内の市町村等の地域

における歯科口腔保健に関する情報等を広域的に収集、管理及び分析するための

体制を整備し、市町村の歯科口腔保健の推進のための取組状況を評価し、その情

報を市町村等へ提供するとともに、歯科口腔保健に関する施策の推進や評価等の

取組に必要な技術的援助を与えることに努めること。 
２ 保健所は、所管区域に係る歯科口腔保健に関する情報を収集、管理及び分析し、

提供するとともに、地域の状況に応じ、市町村における基本的事項策定の支援を
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行うとともに、歯科口腔保健に関する施策の推進や評価等の取組を支援するよう

努めること。 
３ 市町村は、歯科口腔保健の基本的事項を策定するに当たっては、都道府県と連

携しつつ策定するよう努めること。 
４ 都道府県及び市町村は、目標・計画の設定及び評価において、調査分析等によ

り実態把握が可能であって科学的根拠に基づいた目標を設定し、また、障害者・

障害児、要介護高齢者等で、在宅で生活する者等であって、定期的に歯科検診又

は歯科医療を受けることが困難な者やその家族を含めた地域住民が主体的に参加

し、その意見を積極的に反映できるよう留意するとともに、地域の状況に応じて、

保健、医療又は福祉に関する団体、大学、研究機関等との連携を図るよう努める

こと。また、地域間等の健康格差にも留意しつつ、効率的な歯科口腔保健施策の

推進に取り組むよう努めること。その他、目標を設定するに際し、別途示す参考

指標についても参考とすること。 
５ 都道府県及び市町村は、歯科口腔保健の基本的事項の策定に当たっては、健康

増進法に規定する都道府県健康増進計画、地域保健法（昭和 22 年法律第 101 号）

に規定する地域保健対策の推進に関する基本指針、医療法（昭和 23 年法律第 205
号）の規定に基づき都道府県が策定する医療計画（以下「医療計画」という。）、

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号）に規定する都道府県

医療費適正化計画、介護保険法（平成 9 年法律第 123 号）に規定する都道府県介

護保険事業支援計画、がん対策基本法（平成 18 年法律第 98 号）に規定する都道

府県がん対策推進計画、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の

循環器病に係る対策に関する基本法（平成 30 年法律第 105 号）に規定する都道府

県循環器病対策推進計画、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し

必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律

（平成 30 年法律第 104 号）に規定する成育医療等の提供に関する施策の総合的な

推進に関する基本的な方針、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）に規定する都

道府県地域福祉支援計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成 17 年法律第 123 号）に規定する都道府県障害福祉計画等との調和

に配慮すること。 
 

第四 歯科口腔保健を担う人材の確保・育成に関する事項 
国及び地方公共団体においては、歯科専門職並びに歯科口腔保健を担当する医療

専門職・介護関係者・福祉関係者その他の職員の確保及び資質の向上に努める必要

がある。また、歯科口腔保健に関して、国民に対する正しい知識の普及啓発、科学

的根拠に基づいた課題の抽出、PDCA サイクルに沿った取組等を適切に実施できる

人材の育成に努める。さらに、歯科口腔保健がより円滑かつ適切に実施できるよう、

関係団体・関係機関等との調整、歯科口腔保健の計画・施策ヘの参画及び当該事業

の企画・調整を行う質の高い歯科口腔保健を担当する人材として、歯科専門職の育

成及び確保等に努める。 
また、これらの人材の確保及び資質の向上を図るため、国において総合的な企画、

調整等に係る能力の養成に重点を置いた研修の充実を図るとともに、都道府県にお

いて、市町村、医療保険者、地域の歯科医師会・歯科衛生士会・歯科技工士会・医

師会・業剤師会・栄養士会等の歯科口腔保健に関係する職能団体（以下「職能団体」
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という。）等の関係団体と連携しつつ、最新の科学的知見に基づく研修の充実を図

ることに努める。 
さらに、歯科口腔保健の推進には、地域のボランティアの役割も重要であるため、

主体的に歯科口腔保健に取り組むボランティアを養成する体制を推進することも重

要である。 
 

第五 調査及び研究に関する基本的な事項 
一 調査の実施及び活用 

国は、歯科口腔保健を推進するための目標・計画を適切に評価するため、その設

定期間や、評価の時期を勘案して、原則として 4 年ごとに歯科疾患実態調査等を実

施する。 
また、国、地方公共団体等は、歯科疾患実態調査、国民健康・栄養調査、学校保

健統計調査、公的健康診査及び保健指導の結果、レセプト情報・特定健診等情報デ

ータベースその他の各種統計等を基に、個人情報の保護に留意しつつ、現状分析を

行うとともに、これらを歯科口腔保健の推進に関する施策の評価に十分活用する。 
さらに、国は、各地域で行われている施策等を把握し、国民等に対し情報提供す

るとともに、評価を行うものとする。また、地方公共団体等は、得られた情報を歯

科口腔保健の推進に活用できる形で地域住民に提供するよう努める。 
二 研究の推進 

国、地方公共団体、大学、研究機関、学会等は、効果的な国民の歯科口腔保健の

状況の改善に資するよう、口腔の健康と全身の健康との関係、歯・口腔に関する健

康格差の縮小、口腔の健康と生活習慣との関係、口腔の健康や歯科保健医療施策と

医療費・介護費との関係及び歯科疾患に係るより効果的な予防・治療法等について

の研究を連携しつつ推進し、その研究結果の施策への反映を図るとともに、国民等

に対し的確かつ十分に情報提供するものとする。 
この際、個人情報について適正な取扱いをすることが必要であることを認識し、

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）、統計法（平成 19 年法律第

53 号）、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（平成

29 年法律第 28 号）、その他個人情報の保護に関する法律の趣旨を路まえて制定さ

れる地方公共団体の条例等を遵守する。 
さらに、国及び地方公共団体は、保健、医療又は福祉に関する団体、研究機関、

大学、学会、企業等との連携のもと、デジタルトランスフォーメーションを踏まえ

つつ、 ICT やデータヘルス等を活用して、全国規模で健康情報を収集・分析し、効

果的な歯科口腔保健の推進に関する施策を実施できる仕組みを構築するよう努め

る。 
 
第六 その他歯科口腔保健の推進に関する重要事項 

一 歯科口腔保健に関する正しい知識の普及に関する事項 
歯科口腔保健の推進には、基本的に国民一人一人の意識と行動の変容が重要であ

る。国民の主体的な取組を支援していく上では、歯科口腔保健及び歯科保健医療の

重要性に関する基本的な理解を深めるための十分かつ的確な情報提供が必要であ

る。このため、国及び地方公共団体が行う情報提供については、その内容が科学的

知見に基づいたものであり、分かりやすく、取組に結びつきやすい魅力的、効果的
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かつ効率的なものとなるよう工夫する。併せて、学校教育、マスメディア等の多様

な経路を活用して情報提供を行うことも重要である。 
また、歯・口腔の健康に係る生活習慣に関する正しい知識の普及に当たっては、

生活習慣や社会環境が歯・口腔の健康に及ぼす影響についても認識を高めることが

できるよう工夫する。 
なお、歯科口腔保健に関する正しい知識の普及に当たっては、特定の内容が強調

され、誤った情報として伝わることがないよう留意する。 
さらに、歯科口腔保健の一層の推進を図るため、「歯と口の健康週間」、「8020

（ハチマルニイマル）運動」等を活用していく。 
二 歯科口腔保健を担う者の連携及び協力に関する事項 

地方公共団体においては、歯科口腔保健を担当する地方公共団体の職員だけでな

く、歯科専門職、医療専門職、介護関係者、福祉関係者、地域保健担当者、学校保

健担当者、産業保健関係者等の歯科口腔保健を担う全ての者が情報を共有して連携

・協力する体制の確保・整備に努める必要がある。 
医療保険者、医療機関、職能団体、障害者支援施設、障害児入所施設、介護保険

施設、教育関係機関（教育委員会等を含む。）、大学、研究機関、学会、マスメデ

ィア、企業、ボランティア団体等は、国及び地方公共団体が講ずる歯科口腔保健の

推進に関する施策に協力するとともに、地方公共団体は保健所、市町村保健センタ

ー、児童相談所等を含めた歯科口腔保健を担う関係団体・関係機関等から構成され

る中核的な推進組織を設置する等、互いに連携・協力して、歯科口腔保健を推進す

ることが望ましい。 
特に、口腔・顎・顔面の発育不全を有する者、糖尿病等の生活習慣病を有する者、

禁煙を希望する者、妊産婦、がん患者等に対する周術期管理が必要な者等に対する

医科歯科連携を積極的に図っていくことにより、歯科口腔保健の推進が期待される。

障害者・障害児、要介護高齢者等に対する歯科口腔保健の推進に当たっては、地域

の病院や主治医を含む関係団体・関係機関・関係者等との緊密な連携体制を構築す

ることが望ましい。 
また、併せて、産業保健と地域保健が協力して行う取組の中で、全身の健康のた

めに歯・口腔の健康が重要であるという認識を深めていくことが望ましい。 
三 大規模災害時の歯科口腔保健に関する事項 

災害発生時には、避難生活等において口腔内の清掃不良等によりリスクが高くな

る誤嚥性肺炎の発症等の二次的な健康被害を予防することが重要であり、平時から

国民や歯科口腔保健の関係者に対して、災害時における歯科口腔保健の重要性につ

いて普及啓発活動に努める必要がある。 
また、地方公共団体においては、大規模災害時に必要な歯科保健サービスを提供

できる体制構築に平時から努める必要があり、災害時に対応できる歯科専門職や災

害発生時の歯科保健活動ニーズを把握する人材の育成に努めるとともに、地域の職

能団体等の関係団体と連携するように努めることとする。なお、大規模災害時の歯

科口腔保健等に関する活動の指針等を策定する等の対応を行うことが望ましい。 
  
 （別表第一から別表第五まで省略） 
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豊の国８０２０運動推進協議会設置要綱 

（目 的） 
 第１条 歯の健康は活力ある人生８０年を送るための基本であることから、大分県地域保健

協議会と協議連携のうえ、歯を失う原因である「う蝕」、「歯周疾患」等の予防対策や咀

嚼、咬合、構音、嚥下等に係わる歯、口腔の重要性の普及啓発を各ライフステージに合わ

せて展開することを目的に豊の国８０２０運動推進協議会を設置する。 
 
（所掌事項） 
 第２条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事項について協議を行う。 
      ① ８０２０運動推進計画の策定 
      ② ８０２０運動推進にあたっての指導、助言 
      ③ ８０２０運動推進特別事業の評価・検討 
      ④ その他、必要な事項 
 
（組 織） 
 第３条 １ 協議会は委員１５名以内で組織する。 
     ２ 協議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により選出する。 
     ３ 会長は会務を総括し、協議会を代表する。 
     ４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。 
 
（任 期） 
 第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
 
（会 議） 
 第５条 協議会は会長が召集し、協議会の議長は会長をもって充てる。 
 
（代 理） 
 第６条 委員である者が協議会に出席できない場合は、その協議会当日のみ代理の者を委嘱

された委員に代わり委員と認めるものとする。 
 
（意見聴取） 
 第７条 協議会は必要に応じて、学識経験者及び関係者から意見を聴取することができる。 
 
（部 会）  
 第８条 協議会は専門的な事項の検討を行うため部会をおくことができる。  
 
（庶 務） 
 第９条 協議会の庶務は、大分県福祉保健部健康づくり支援課に置く。 
 
（その他） 
 第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が委員会に

諮って定める。 
 
   附 則 
  この要項は平成１９年 ２月１５日から施行する。 
 この要項は平成２３年 ３月１７日から施行する。 
 この要項は平成２８年 ４月 １日から施行する。 
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（氏名50音順）

所属　職名 氏　名

大分県看護協会　常務理事 上野　千賀子

大分県医師会　副会長 植山　茂宏

大分県栄養士会　会長 緒方　雅子

大分大学医学部　歯科口腔外科 教授 河野　憲司

大分県歯科衛生士会　専務理事 川村　佳美

市町村保健活動研究協議会　教育担当理事 木本　誠実

大分合同新聞社　執行役員編集局　副局長 佐々木　稔

大分県歯科医師会　地域福祉担当理事 三宮　一仁

健保連大分保健師看護師連絡協議会　会長 杉﨑　愛希

大分県ＰＴＡ連合会 副会長 染矢　和陽

大分県歯科医師会　地域保健担当理事 谷口　之規

大分県食生活改善推進協議会　会長 荷宮 みち惠

大分県歯科医師会　会長 脇田　晴彦

助言者

所属　職名 氏　名

大分県保健所長会　代表 糸長　伸能

大分市保健所健康課　次長 白石　清美

大分県教育委員会体育保健課　課長 佐保　宏二

大分県福祉保健部医療政策課　課長 三好 一夫

豊の国８０２０運動推進協議会委員名簿

委　員（任期　R5.8.1～R7.7.31）
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大分県歯科口腔保健計画策定専門部会設置要綱 

 
（目 的） 

第１条 大分県における歯科保健医療に係る計画の策定を専門的に行い、も

って大分県における歯科保健の推進に資するため、豊の国８０２０運動推

進協議会の専門部会として、大分県歯科口腔保健計画策定専門部会（以下

「部会」という。）を設置する。 

 

（事 業） 

第２条 部会は以下に掲げる事業を行う。 

（１）大分県歯科口腔保健計画の策定作業に関すること 

（２）その他大分県歯科口腔保健計画に関すること 

 

（組 織） 

第３条 部会は、別表第１に掲げる者により構成する。 

 ２ 委員１１人以内で構成する。 

 ３ 委員の任期は令和６年３月３１日までとする。 

 ４ 部会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。 

 

（職 務） 

第４条 会長は、会議を招集し、その議長となる。 

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

 

（会 議） 

第５条 部会長は必要に応じ、部会に委員以外の者の参加を求めることがで

きる。 

 

（庶 務） 

 第６条 部会の庶務は、福祉保健部健康づくり支援課において行う。 

 

（その他） 

 第７条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は会長が別

に定める。 

 

 附 則 

   この要綱は、平成２１年 ９月２５日から適用する。 

   この要綱は、平成２４年 ５月１５日から適用する。 

       この要綱は、平成２９年 ４月２０日から適用する。 

       この要綱は、令和 ５年 ５月１５日から適用する。 
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             大分県歯科口腔保健計画策定専門部会委員名簿 

              

            （任期 令和５年６月１５日～令和６年３月３１日）          

 委 員                                                                           

所   属 職  名 氏  名 

大分県歯科医師会 地域保健担当理事 谷口 之規 

 大分県歯科医師会 地域福祉担当理事 森崎 重規 

 大分県歯科衛生士会 歯科衛生士 青木 利美 

 大分市保健所 健康課参事 小野 明美 

 市町村保健活動研究協議会 教育担当理事 河野 三紀子 

大分県教育庁体育保健課 課長補佐（総括） 秋吉 陽子 

 大分県福祉保健部高齢者福祉課 主幹（総括） 白岩 敬子 

大分県福祉保健部こども未来課 課長補佐（総括） 川井 梨沙 

 大分県福祉保健部障害福祉課 課長補佐（総括） 師藤 久幸 

 大分県地域保健課長会 参事兼地域保健課長 内田 弘子 

                                                                                       

       

 事務局                                                                           

 大分県福祉保健部健康づくり支援課 課 長 阿部 剛 

 地域保健推進監 吉冨 豊子 

 健康寿命延伸班総括 吉津 聡 

 健康寿命延伸班 藤井 涼子 

 健康寿命延伸班 大嶋 実紗 
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